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会 議 日 程 
 

 

日 時   令和７年１月８日（水) 午後３時 

場 所   第３委員会室（議会棟２階） 

 

１ 開 会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議 事 

（１）議案第15号 令和６年度 社会教育功労者・優良社会教育関係団体表彰について（Ｐ２） 

 

５ 報 告 

（１）教育委員の任命について        （Ｐ５） 

（２）令和６年 12月鹿屋市議会定例会の一般質問について    （Ｐ６） 

（３）国立台北教育大学からの実習生受入について     （Ｐ11） 

（４）令和６年度看護専門学校別棟改修工事の完了について   （Ｐ12） 

（５）鹿屋市二十歳の集いについて       （Ｐ13） 

（６）第 77回優良公民館表彰について       （Ｐ14） 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

（１）お知らせ 

①  第９回 キッズビジネスタウン®の実施について 

②  鹿屋市美術展について 

 

８ 閉 会
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議案第15号 

 

令和６年度 社会教育功労者・優良社会教育関係団体表彰について 

 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年鹿屋市教育委員会規則第

２号)第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。 

 

令和７年１月８日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙）  

 

 

（提案理由） 

 令和６年度社会教育功労者・優良社会教育関係団体の表彰を決定したいので、本案

を提出するものである。 
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令和６年度社会教育功労者・優良社会教育関係団体 表彰者・表彰団体一覧 

 

１ 本表彰の趣旨 

   本市において、多年社会教育に尽力し、特に功労のあった個人及び団体を表彰し、その

功労に報いるとともに社会教育の一層の振興を図るもの 

  

２ 今年度表彰者及び表彰団体 

  令和６年 11月 19日に開催された第２回社会教育委員の会議において審議・承認され

た表彰者及び表彰団体は下記のとおり 
  
 

【 個 人 】７名（活動部門・50 音順） 

№ 
活動

部門 

氏  名 

（住所） 
年齢 推薦部署･団体 功労実績等 

１ 社
会
教
育
活
動 

上薗
うえぞの

 紀男
の り お

 

（寿６丁目） 
82 

東地区 

学習センター 

町内会長及び東地区生涯学習推進協議

会委員を 11 年連続で努めるとともに、

町内会活動の多様化や地区住民が活動

しやすい環境づくりに努め、地域活動

への大きな貢献が認められたもの 

２ 
桑
くわ

波田
は た

 勝子
か つ こ

（輝北町上百引） 
78 

輝北コミュニティ 

センター 

平成 10 年から 25 年間余り、民生委員・

児童委員を務め、輝北地区の社会福祉

の推進に大きく貢献が認められたもの 

３ 

青
少
年
育
成 

内野
う ち の

 匡
まさ

章
あき

 

（寿５丁目） 
50 

市 PTA 連絡協議

会 

単位ＰＴＡ及び市ＰＴＡ連絡協議会役

員として積極的な活動でＰＴＡを支

え、県ＰＴＡ連合会の役員としても鹿

児島県のＰＴＡの発展に寄与し、市校

外生活指導連絡会の会長や、鹿屋市青

少年市民会議の会長をはじめ、鹿屋市

の複数の委員会等に委員として関わ

り、教育や市政の発展に寄与された功

績が認められたもの 

４ 
大隈
おおくま

 久美子
く み こ

 

（田淵町） 
60 

大姶良地区 

学習センター 

地区内の寺子屋で指導員として長年活

動し、子どもたちの学力向上及び見守

り活動への大きな貢献が認められたも

の 

５ 
上髙
かみたか

原
はら

 貴子
た か こ

 

（野里町） 
57 

市 PTA 連絡協議

会 

単位ＰＴＡ及び市ＰＴＡ連絡協議会の

役員としてＰＴＡを支え、時代に合っ

たＰＴＡ運営の改革に励み、県ＰＴＡ

連合会評議員としても鹿児島県のＰＴ

Ａの発展に寄与し、市校外生活指導連

絡会の会長や、鹿屋市青少年市民会議

の会長をはじめ、鹿屋市の複数の委員

会等に委員として関わり、教育や市政

の発展に寄与された功績が認められた

もの 



4 

６ 
小石田
こ い し だ

 優
まさる

 
（串良町細山田） 

71 
串良公民館 

細山田分館 

細山田小剣道スポーツ少年団の指導者

として 30 年以上ボランティアで指導

にあたり、スポーツを通じた青少年の

健全育成に寄与された功績が認められ

たもの 

７ 
福永
ふくなが

 久夫
ひ さ お

 

（名貫町） 
77 

鹿屋市立 

西俣小学校 

20 年以上にわたり、西俣小学校区の名

貫町町内会長を務めるとともに、学校

運営協議会委員として学校運営への参

画、学校運営への支援・協力に尽力し、

学校と地域住民等との間の信頼関係を

深め、学校運営の改善や児童生徒の健

全育成に寄与された功績が認められた

もの 

 

 

【 団 体 】３団体（活動部門） 

№ 活動部門 団体名 推薦部署･団体 功労実績等 

１ 
生涯スポーツ 

振興部門 

鹿屋市 

ボクシング協会 

鹿屋市 

スポーツ協会 

ボクシング競技の普及や競技力

の向上を目的として活動してお

り、競技力向上のために合宿の

実施や加盟団体と相互に協力し

てボクシング体験会を実施し、

競技の普及を行い、スポーツ振

興に寄与された功績が認められ

たもの 

２ 文化振興部門 
鹿屋市立南小学校 

ＰＴＡ 

鹿屋市立 

南小学校 

文化部が中心となって作成して

いる広報紙をとおして、地域が

学校に興味をもち、ともに支え

ようとする力が醸成されてい

る。全ての学校行事に地域の方

の積極的な協力があり、子供た

ちの健全育成に対する地域力向

上への功績が認められたもの 

３ 文化振興部門 
剣舞
け ん ぶ

一刀流
いっとうりゅう

 

鹿児島
か ご し ま

支部
し ぶ

 
鹿屋市文化協会 

学生に指導ができる指導者育成

を行うとともに、鹿屋市文化

祭・肝属町文化祭、高山町流鏑

馬に演舞出演し10年となり、本

市の文化新興に大きく寄与して

いる功績が認められたもの 

 

 

 ３ 表彰式について 

   令和７年２月 13日（木）開催の第３回社会教育員の会議にて表彰式を開催予定 
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報告(１) 教育委員の任命について 

（教育総務課） 

 

教育委員会委員に任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定に基づき、議会の同意を得るため、令和６年12月議会において鹿屋市長が議案として提出

したもの。 

結果は全会一致で承認された。 

 

 

１ 任命予定者 

 

（ 省 略 ） 

 

 

 

２ 任期 

 令和７年２月１６日から令和１１年２月１５日まで（４年間） 
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報告(２)  令和６年12月鹿屋市議会定例会の一般質問について 

（教育委員会関係） 

 

 

１ 通学路の安全対策について 議員名 市来議員 

【質問の要旨】 

(1) 学校には通学路があり、 教育委員会、学校、ＰＴＡなど安全対策に努めていると思う。

しかし、保護者はまだ不安に思うような通学路があると聞く。各学校から改善や安全

対策が必要と思われる通学路が上がっていれば示されたい。 

【答弁の要旨】 

○本市では、通学路の安全確保に関する取組の方針である「鹿屋市小中学校の通学路に関

する要綱」及び「鹿屋市子どもの移動経路交通安全プログラム」に基づき、学校、教育委

員会、各種関係機関が連携を図りながら、児童生徒の通学路の安全確保に向けた取組を行

っている。 

各学校においては、毎年度５月までに校区の通学路の安全点検を行い、その状況を教育

委員会に報告することとしている。今年度は、各学校から50 件の通学路の危険・要注意箇

所の報告があり、そのうち、27件について通学路合同点検を行い、グリーンベルトの新設

やラバーポールの設置などを行ったりしている。残りについては、今後対策を検討してい

く予定である。 

なお、令和元年度から令和５年度までの５か年については、学校から189件の通学路の危

険箇所が報告され、そのうち、172件が対策済みとなっており、残りの17件については、現

在、事業着手及び検討中となっている。 

児童生徒の通学路は広範囲に及ぶため、学校や教育委員会が気付いていない危険だと思

われる通学路もあることから、学校には地域の方や保護者の方から情報を収集し、教育委

員会に報告するよう指導している。 

今年度は、学校近くのガードレールが劣化していること、台風後、倒木のため危険な通

学路があることなどの情報があり、教育委員会として、すぐに現地に出向き状況を確認し、

必要な対応を行った。 

今後も、児童生徒が安心して登下校できるように、学校や保護者、関係課及び関係機関

との連携を図りながら、危険箇所の情報共有と具体的対応に努め、児童生徒の登下校時の

安全確保に取り組んで行く。 
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２ いじめ防止対策について 議員名 児玉議員 

【質問の要旨】 

(1) 本市の学校いじめ対策組織について、詳細を示されたい。 

(2) いじめの重大事態とは何か。また、重大事態と判断するのはどこか。 

(3) いじめの早期発見、早期対応のための施策を示されたい。 

(4) いじめを受けた児童生徒が安心して学校生活を送るためどのような対応をしているか。 

(5) いじめを行った児童生徒への対応はどのようにしているか。 

【答弁の要旨】 

○学校のいじめ対策組織については、「いじめ防止対策推進法」や「鹿屋市いじめ防止基

本方針」等を受け、各学校で策定された「学校いじめ防止基本方針」に基づき、管理職

や生徒指導主任、養護教諭等を主な構成メンバーとして全ての学校に設置された「校内

いじめ対策委員会」により、いじめを受けた児童生徒及びその保護者のニーズに応じた

支援策等を検討し、組織で対応することとしており、その際は、状況に応じて警察、児

童相談所など関係機関やＳＣ、ＳＳＷ等と連携して対応している。 

○いじめ防止対策推進法により、重大事態は２項目で説明されており、１つめは「いじ

めにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

あると認めるとき」であり、具体的には、いじめによる暴行等により大けがを負ったり、

継続的に恐喝等がなされ多額な金銭等を奪われたり、いじめを苦にして薬等の過剰摂取

が行われたりするなどのケースがこれにあたる。２つめは「いじめにより当該学校に在

籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め

るとき」であり、例えば、いじめが原因で相当期間の不登校になるケースなどがこれに

あたる。なお、重大事態の判断は、学校の設置者である教育委員会又は学校が行うとさ

れている。 

○各学校におけるいじめの早期発見、早期対応としては学級担任等の日頃の観察や保護

者との情報交換はもとより、本市では年５回以上のいじめ実態調査及び調査結果の複数

の教員等による確認や、年３回以上の教育相談の実施、児童生徒の欠席時の連絡や家庭

訪問等を確実に行うよう、管理職だけでなく、全ての教職員に対し、研修会等を通じて

指導を行っている。 

○いじめを受けた児童生徒が安心して学校生活を送るための対応として、学校は何より

もいじめを受けた児童生徒の保護を最優先にして本人への声かけや保護者との連絡をし

っかりとる他、いじめを行った児童生徒との接触を避けるための配慮や、教職員による

見守りの強化、ＳＣによる相談支援等により、いじめを受けた本人の心のケアに努める

とともに、本人や保護者の意向に寄り添いながら、再発防止に向けた具体的な指導や環

境整備に取り組んでいる。 

○いじめを行った児童生徒への対応については、行った児童生徒への指導も極めて大切

であり、その保護者にも協力を要請し、本人が人としてやってはならない行為をやって

しまったという強い反省の念を抱き、いじめを受けた児童生徒との関係修復に向けて自

分ができることを考えるようになることを目指して担任等による指導を行いますが、必

要に応じて専門家によるカウンセリングや教育相談等を行うことになる。 

 その際、いじめの行為は絶対に認められないという毅然とした指導を行う一方、いじ

めを行った本人の成長支援という視点に立ち、内面に抱える不安や不満、ストレスなど
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を受け止めるようにすることを大切にしている。 

 教育委員会としては、児童生徒の健やかな成長のため「いじめは絶対に許されない」、

「いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる」という認識のもと、全ての児童

生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、全学校に対し、迅速かつ適切な指導

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ オーガニック給食の導入について 議員名 米永議員 

【質問の要旨】 
(1) オーガニック給食の導入についての考えを示されたい。 

【答弁の要旨】 

○市内で生産されている有機農産物を、学校給食の食材として使用することは、地産地消

につながるとともに、食育の観点からも意味のある取組であると考えている。 

 一方で、現段階では、有機ＪＡＳ認証取得者が生産する有機農産物は、出荷先・販路等

がほぼ確立されており、学校給食で計画的、安定的に使用するのは難しい状況にある。 

 このような現状の中、本年６月に設置された「鹿屋市有機農業推進協議会」において、

有機農業推進のための販路先として「有機農産物の学校給食センターでの活用等」の意見

が出されており、教育委員会としても、まずは少しでも学校給食に活用するため、学校給

食に係る課題対応等を協議する「学校給食センター連絡調整会議」において検討している

ところである。 

また、学校給食への導入に当たっては、「有機農産物の調達に係る仕組みづくり」など、

検討すべき事項もあることから、今後「鹿屋市有機農業推進協議会」に参画する中で、委

員の意見や、多くの関係者の方々の意見を参考にしながら検討していく。 
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４ 不登校児童生徒の保護者支援について 議員名 吉岡議員 

【質問の要旨】 

(1) 不登校児童・生徒について、早期発見・早期支援に取り組み、その解消に向けた対策

を講じている一方で、その対象者は年々増加傾向にある。そこで、不登校児童・生徒

が安心して学び、成長できる環境を整えるとともに不登校の子どもを持つ保護者の支

援を図るべく、教育相談体制を強化すべきと考えるがどうか。 

【答弁の要旨】 

○本市の不登校児童生徒数は、国や県と比較すると低い割合ではあるものの、令和５年度

は223人と増加傾向にあり、大変厳しい状況にあると認識している。要因としては、学校か

らの報告によると「無気力」が最も多く、次いで「友人関係」「学業不振」等となってお

り、原因が明確になっていないものも含めて、多岐にわたっていることから、一朝一夕の

解決は難しく、児童生徒のみならず、保護者も同様に辛い思いをしていると認識している。 

 本市としては、マイフレンド指導員が常駐する市教育支援センター「マイフレンドルー

ム」や、全ての学校に開設している「校内支援ルーム」において、児童生徒の居場所づく

りをすすめている。また、各学校においては、不登校対策委員会等で支援策をチームで検

討し、児童生徒の実態に応じた効果的な支援計画を作成、活用する等、不登校解消に向け

た取組を行っている。 

○保護者への相談体制については、不登校をはじめとして、学校生活や家庭生活等におけ

る、様々な悩みを抱えている保護者も多く、相談体制を強化することは極めて重要なこと

と考える。まずは、学級担任をはじめとする教職員が相談に対応することになるが、重要

な案件や保護者の要請に応じて、専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー、マイフレンド相談員や指導員が、保護者の悩みに親身になって対応するほか、

市青少年育成センター教育相談室、市こども家庭課家庭相談室、大隅児童相談所等も随時

相談を受け付けている。それらの相談窓口がしっかりと周知され、保護者がいつでも活用

できるようにすることが大切であるため、具体的な相談内容とその連絡先等を整理した「鹿

屋市ワンストップ相談窓口」を、年度初めに市内小・中学校全保護者へ配布するとともに、

ホームページでも広報、周知しているが、相談者の視点にたって、より分かりやすくする

ための見直しを、現在行っている。 

 加えて、県総合教育センター相談窓口での来所相談や電話相談、24時間対応可能な「か

ごしま教育ホットライン24」等、県の相談窓口についても、必要に応じて紹介している。 

 さらに、不登校児童生徒への支援のあり方や、相談体制等をまとめた、市内全ての教職

員や保護者向けの「鹿屋市不登校児童生徒支援リーフレット」（仮称）を、作成している

ところである。児童生徒の心の安定は、保護者の心の安定なくしてはあり得ないと考えて

おり、児童生徒の学校における様々な支援はもとより、保護者への相談体制をより強化し、

不登校の解消に向けた取組を、今後も学校や家庭、関係機関等と連携を図りながらすすめ

ていく。 
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５ かのやふるさと検定について 議員名 原田議員 

【質問の要旨】 

(1)「かのや風土記～かのや学入門～」を活用した「かのやふるさと検定」一般の部、ジュ

ニアの部の実績と成果を示されたい。 

(2) 本年度の成果を踏まえて、今後の展開を示されたい。 

【答弁の要旨】 

○かのやふるさと検定は、鹿屋市に暮らし、働き、学び、集う人々が鹿屋の歴史を総合的

に学び「鹿屋を知り、鹿屋を愛し、鹿屋を創る」ための学習活動とまちづくりに資するこ

とを目的に開催し、検定問題は令和５年に発行された「かのや風土記」を基に作成しまし

た。 

 検定は一般の部が77人、ジュニアの部は小学生1,246人、中学生389人の合計で1,712人が

受検しました。100点満点中70点以上の受検者は１級から３級を取得することになるが、一

般の部において、級を取得した方の割合は、42.9％、得点平均は63.8点、ジュニアの部に

おいて、級を取得した児童生徒の割合は7.2％、得点平均は46.3点でした。 

 受検者の声として、「鹿屋市について、何も知らなかったことに気づきました。とても

たのしく勉強できて検定に感謝です。」や、「住んでいる鹿屋を知ろうと思うきっかけに

なりました。」、「郷土に興味・関心を持つ機会になった。かのや風土記を見て実際に現

地に足を運ぶ動機になりました。」など肯定的な意見が多く、多くの市民に鹿屋の魅力の

再発見や鹿屋への愛着が図られたことで一定の評価をしている。 

 今後については、ＳＮＳ、市広報紙、各種イベント等を活用した周知活動や、楽しみな

がら学べる市民講座の充実に加え、学校教育におけるかのや風土記を活用した郷土教育を

推進し、受検者を増やしたいと考えている。さらには、本市の魅力を発信できるような人

材の育成を進め、シビックプライドの醸成に努める。 
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報告(３)  国立台北教育大学からの実習生受入について 

（学校教育課） 

 

１  期間   
令和７年１月14日（火）～１月25日（土）11泊12日 

※ かのやグランドホテル（ホームステイ以外） 
 

２ 来鹿学生（小学校の英語専科教員を目指す学生）及び引率教授一覧 
 

 受入校 中国語名 年齢 英語表記名 イングリッシュネーム 

1 大姶良小 曹雨彤 21 TSAO YU TUNG Aprilエープリル 

2 大姶良小 江心怡 21 CHIANG HSIN YI Emmaエマ 

3 東原小 劉芸劭 21 LIU YUN SHAW Beebe ビーベ 

4 東原小 李伊晨 21 LEE YI CHEN Isa イーサー 

5 鹿屋小 林芊育 21 LIN CHIEN YU Utaユーター 

6 鹿屋小 鄭宇彤 23 CHENG YU TUNG Demiデミー 

※ 児童英語教育学科長 マギー教授 １月14日（火）～１月19日（日） 
※ 国際交流学科 ティファニー助教授 １月18日（土）～１月19日（日） 

 

３ 校内での実習内容 

（１）４回のオールイングリッシュ授業（主となって２回、Ｔ・Ｔで１回、異文化交流１回） 

（２）相互授業参観及びALT・JTE・各学級担任との英語での授業づくり等（資質・能力向上） 

（３）昼休みや放課後等での児童との触れ合い（異文化交流） 

（４）歓迎会や送別会の設定 

（５）日本の授業（英語以外）等への参加・参観 

 

４ 実習受入校以外での活動予定 

（１）こどもイングリッシュ・バスツアーガイド参加（戦跡・文化財等）１月18日（土） 

（２）女子高総合選択制【キャリア教育】（台湾の高校生の進路選択について）１月22日（水）

（３）女子高イングリッシュカフェ（なのはなホール）１月22日（水） 

※ １月 18日（土）～20日（月）（ホームステイ：鹿屋市内全小・中・高等学校 調整中） 

※ １月 22日（水）～23日（木）（ホームステイ：鹿屋市内全小・中・高等学校 調整中） 
 

５ その他 

（１）１月 15日(水) ９:45～10:20(教育長室) 教育長表敬訪問 

（２）１月 15日(水) 10:30～11:30(庁 議 室)  市長表敬訪問 

（３）１月 18日(土) 18:00～マギー教授、ティファニー助教授 歓迎会 
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報告(４)  令和６年度看護専門学校別棟改修工事の完了について 

（学校教育課 鹿屋看護専門学校） 

 

１ 工事の概要 

（１）建築工事 

① 内容   屋根塗装防水、外壁改修、床補修、スロープ設置等 

② 工期   令和６年６月27日から令和６年12月23日まで（180日間） 

③ 契約金額 58,850,000円 

④ 請負者  佐藤建設(株) 

 

（２）機械工事 

① 内容   トイレ改造、給排水設備・換気設備改修等 

② 工期   令和６年６月27日から令和６年12月23日まで（180日間） 

③ 契約金額 20,363,200円 

④ 請負者  (株)九電工鹿屋営業所 

 

（３）電気工事 

① 内容   配管工事、ＬＥＤ・電灯改修等 

② 工期   令和６年７月25日から令和６年12月23日まで（152日間） 

③ 契約金額  8,305,000円 

④ 請負者  (株)中央電機 

 

２ 工事の内容 

  
別棟外観（工事前） 別棟外観（工事後） 

  
多目的トイレ（新設） スロープ（新設） 

 

３ 今後の工事予定 

（１）令和７年度 看護棟防音復旧（空調機更新等）、外構 

（２）令和８年度 別棟防音復旧（空調機更新等） 
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報告(５)  鹿屋市二十歳の集いについて 

（生涯学習課） 
１ 日 時  令和７年１月４日（土）14 時 30 分～15 時 30 分 
 
２ 場 所  平和公園串良平和アリーナ 
 
３ 日 程 

  受付 13：30～14：30 

オープニングアトラクション 14：30～15：00  

 （１）鹿屋っ子クラブ挨拶 

 （２）演奏（鹿屋農業高校 和太鼓部） 

 （３）実行委員長あいさつ 

  式典             15：00～15：30 

   （１）開式のことば 

   （２）国歌斉唱 

   （３）式辞（市長） 

   （４）祝辞（森山議員、花牟礼議長） 

   （５）記念品贈呈（市長→代表者） 

   （６）二十歳の誓い 

   （７）閉式のことば 
 

４ 対象者 

  平成 16 年４月２日から平成 17 年４月１日までに生まれた者 

  参加者数見込み：800 人（R6.10.1 時点鹿屋市在住対象者数：829 人） 
 

５ 式典参加者数 

  746 人  （参考）令和６年参加者：778 人 
 

６ その他 

（１）実行委員会について 

実行委員に19歳１人を加えて８人で実施（今年度から対象を18～20歳とした） 

（２）協力団体について 

鹿屋農業高等学校 和太鼓部演奏 ２曲（オープニングアトラクション） 

鹿屋っ子クラブ（運営補助）、鹿屋市ユース・リーダークラブ麗
うらら

（運営補助）、鹿屋っ子

ジュニア・リーダークラブ（フォトブース作成） 

（３）恩師メッセージ 

市ホームページに掲載（13人分） 

※掲載期間：令和７年１月４日～令和７年１月 17日  

（４）実行委員、鹿屋っ子ジュニア・リーダークラブ作成のフォトブースを設置し、さらに地

元企業の協力を得てフォトコンテストを実施 
 

７ 当日の様子 

 

 

 

 

 

【オープニング】     【誓いの言葉】      【フォトブース】 
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報告(６)  第77回優良公民館表彰について 

（生涯学習課） 

 

 

１ 趣旨 

  公民館やその他公民館と同等の社会教育活動を行う施設のうち、特に事業内容・方法等に

工夫をこらした活動を行い、その活動成果を生かして、人づくり・まちづくり・地域づくり

に大きく貢献しているものを優良公民館として文部科学大臣が表彰し、今後の公民館活動の

充実・振興に資する。 

 

２ 第 77回優良公民館表彰（文部科学大臣表彰） 

（１）受賞館：串良公民館細山田分館 

（２）館長名：中津川 守 

 

３ 表彰の理由 

・ 地域学校協働本部として、小・中学校と各種団体との連絡調整を行っている。 

・ 細山田子ども食堂実行委員会の事務所として、２か月に１回細山田分館を会場として実

施している「子ども食堂」への支援を行っている。 

・ 移動図書館車「ほたる号」の誘致や図書コーナーの設置を行うとともに、民生委員の読

み聞かせ活動等、関係機関と連携した読書推進活動を実施している。 

・ 細山田コミュニティ協議会の事務所として、コミュニティ協議会との共同発行による館

だよりで校区内の行事を周知している。 

・ 中学生や高校生等が放課後や夏休み等に勉強する場所を提供するため、細山田分館の空

き部屋を活用した「頑張れ中学生・高校生学習支援事業」を実施している。 

・ 細山田地域出身者で大学進学や就職等により、それぞれ旅立っていく高校３年生を集め

て地域住民や恩師等が旅立ちを祝う「細山田人旅立ち式」を毎年実施している。 

・ 令和４年度に「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に係る文部

科学大臣表彰も受賞するなど、学校と地域双方のニーズを計画として策定し、より多く

の幅の広い地域住民が関わる取組を行っている。 

 

４ 本市における優良公民館表彰（文部科学大臣表彰）受賞状況 

   年度等      受賞施設名    備考 

令和６年度（第 77回） 串良公民館細山田分館  

令和５年度（第 76回） コミュニティセンター吾平振興会館  

令和４年度（第 75回） 大姶良地区学習センター  

令和３年度（第 74回） 東地区学習センター  

令和２年度（第 73回） 花岡地区公民館  

平成 30年度（第 71回） 西原地区学習センター  

平成 28年度（第 69回） 高須地区学習センター  

平成 26年度（第 67回） 田崎地区学習センター  

平成 20年度（第 61回） 中央公民館  

平成 14年度（第 55回） 串良公民館 合併前 

昭和 52年度（第 29回） 中央公民館  
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おしらせ① 第９回 キッズビジネスタウン®の実施について 

（学校教育課 鹿屋女子高等学校） 
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おしらせ② 鹿屋市美術展について 

（生涯学習課） 
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